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中国税務速報 

2011 年 12 月 20 日 

●1 増値税改革に伴う一般納税者資格認定申請 

 

2011 年 12 月 2日、国家税務総局は「上海市における営業税の増値税改革試行に伴う一般納税者資格認

定申請に関する公告」（国家税務総局公告 2011 年第 65 号）を公布し、2012 年 1月 1日から執行するこ

とになります。 

 

先月紹介しました財税［2011］110 号及び 111 号通達に基づき、上海市では交通運輸業と一部の現代サ

ービス業などで増値税改革が試験的に開始されることが決まり、営業税から増値税への転換は 2012 年

1 月 1日から試行されます。サービス業増値税納税者のうち、課税サービスの年間売上が 500 万元を超

えた者は、一般納税人資格認定を受ける必要があります。また、課税サービス年間売上とは、試点納

税人が連続 12か月を超えない経営期間内に、その提供する交通運輸業と現代サービス業のサービス累

計販売額を指し、免税・減税販売額を含むということを明確にしました。 

 

http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/11754481.html 
 

 

●2 上海市における増値税、営業税課税最低限の調整に関する通知 

 

2011 年 11 月 28 日、上海市財政局は「上海市における増値税、営業税課税最低限の調整に関する通知」

（滬財税[2011]年 114 号）を公布し、増値税、営業税課税最低限を以下の通りに変更しました。次の

課税最低限金額以下の場合、免税となります。 

 

ア）増値税 

（1）貨物販売の場合、月の売り上げ 20,000 元とする。  

（2）役務提供の場合、月の売り上げ 20,000 元とする。 

（3）単発的な販売および役務の場合、毎回（日）の売り上げ 500 元とする。  

 

ア）営業税 

（1）期間ごとに納税する場合、月の売り上げ 20,000 元とする。  

（2）単発的な販売および役務の場合、毎回（日）の売り上げ 500 元とする。  

 

この規定は、2011 年 11 月 1 日から有効となります。 

http://www.czj.sh.gov.cn/zcfg/gfxwj/szl/zhsszc/201112/t20111201_129350.html 

 

 

●3 来料加工廠の法人企業に転換する来料加工企業の輸入設備税収製作に関する通知 

 

2011 年 11 月 14 日、財政部、商務部、税関総署と国家税務総局は「来料加工廠の法人企業に転換する

来料加工企業の輸入設備税収製作に関する通知」を公布しました。2011 年 7 月 1日から 2012 年 12 月

31 日までの間、中国に法人資格を持たない来料加工工場を有する外国企業は、その来料工場に提供し

た全ての無償設備をもって投資し、中国法人を設立する場合、或は 2009 年 7月 1 日から 2012 年 12 月

31 日までの間、同一の投資者が設立した法人に設備を移管した場合、その 2008 年 12 月 31 日以前にす

でに加工貿易届出を行い且つ 2009 年 6月 30 日及び以前に通関申告輸入をしたもののうち、税関監督

管理を解除していない無償設備に対して、輸入関税と輸入時の増値税を追徴しないことを明確にしま

した。 

http://blog.goo.ne.jp/gomeiken/e/f0a92812296023932dc7c21c780115e8
http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/11754481.html
http://www.czj.sh.gov.cn/zcfg/gfxwj/szl/zhsszc/201112/t20111201_129350.html
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本法令は、2009 年に公布した財関税[2009]48 号通達と総署公告[2009]62 号通達の規定の免税適用期間

を延長した措置とみられます。 

 

http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201112/t20111207_613640.html 

 

 

●4 外国派遣社員の社会保険加入 

2011年11月25日、日本貿易振興機構および中国日本商会の主催で、北京にて社会保険法の説明会が開

かれました。 

7月1日から社会保険法が施行され、北京市では10 月15 日以降外国籍個人の加入義務が生じ、10 月17 

日から手続きの受付を開始しています。北京市各区16か所、経済開発区1か所、計17か所の社会保険基

金センターが窓口となり、各企業はそれぞれの所轄社会保険基金センターにて手続を行えます。 

2011 年12月31日以前に社会保険登記（加入申請）をした企業に対して滞納金がかかりませんが、2012 

年1月1日以降に登記すると、2011年の10月15日に遡って滞納金がかかります。 

なお、社会保険料は社会保険登記の際に届け出た銀行口座からの引き落としにより支払うことと

します。 
 

http://www.bjld.gov.cn/csibiz/home/static/articles/catalog_75600/2011-11-

10/article_ff80808132cceaf801338b678d4400d4/ff80808132cceaf801338b678d4400d4.html 
 
 

●5 外商の人民元による投資に関する公告 

 

2011 年 10 月 13 日に中国人民銀行は、外商の人民元による直接投資に関する公告を公布しました（中

国人民銀行［2011］23 号）。今後外国投資者は直接人民元建による対中投資ができるようになりました。 
 

http://www.pbc.gov.cn/publish/goutongjiaoliu/524/2011/20111014085818532376755/2011101408581

8532376755_.html 
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